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１．はじめに	
 

	
 

現在，日本農業は後退局面にあり，担い手不足による地域農業の崩壊が進行し

ている状況にある。この現象は，農業を基幹産業とする北海道でも例外ではない。

農業の担い手の確保が，農家子弟の就農だけでは困難な場合は，農業外から農業

への新規就農者，すなわち新規参入者を新たな担い手として受け入れる必要があ

る。近年では，経済情勢・雇用情勢の悪化や，農業・農村に対する意識の変化か

ら，農業に新規参入を希望する者は増加する傾向にあるといえる。しかしながら，

農業に新規参入する場合には，制度面や資金面など様々な障壁が存在している。

新規参入者を農業の担い手とするには，参入者本人の努力はもとより，就農時の

様々な制約・困難に対する，周囲の関係機関による支援体制づくりが不可欠であ

る。	
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このような背景のもと，北海道では早い時期から，地方自治体ごとに新規参入

支援のあり方が模索されてきた。特に道東・道北といった草地型酪農地帯では，

新規参入に対する優遇措置を設けられており，新規参入者を積極的に誘致するシ

ステムづくりがなされている。そこで，新規参入者の受入が堅調に推移している

地域を対象とし，新規参入支援システムの現状と課題を把握し今後の展開方向を

探ることは，新規参入者の確保により地域農業基盤の脆弱化を抑える上で，非常

に重要であると考える。 
そこで，本論文では，浜中町の（有）研修牧場における新たな取り組みを分析

し，その意義と課題を明らかにする。そのために，まず，新規参入支援対策の核

となっている農場リース事業の実績を把握する。また，先進的地域である浜中町

を対象に，新規参入支援システムを整理し，（有）研修牧場における新たな展開を

示す。	
 

	
 

	
 

２．農場リース事業の実績と課題	
 

	
 

北海道農業開発公社（以下，公社）は，酪農の新規参入者に対する支援として，

農場リース事業を実施している。農場リース事業は，新規参入者における土地・

施設等の取得などに要する資金負担を大幅に軽減し，その参入・定着を容易にす

ることを目的とした制度である。その事業内容は，大きく①農地と施設の取得に

関する農地保有合理化事業，②農場の整備に関する農場整備事業及び利子助成の

２つに区分される（表１）。公社が，離農農家の農場を一括取得し整備・改修した

後，事業利用者へ貸付けし５年後に本人に売却する。（図１）	
 

表２に農場リース事業の利用戸数を示した。農場リース事業は 1982 年に開始さ

れ，1999 年以降は新規参入型のみが実施されている。新規参入型は，事業予算枠

の増減による変動はあるものの，毎年 10 戸～14 戸の利用実績があり，2009 年（見

込み）までに 267 戸が新規参入している。また，事業利用者の離農はほとんどな

く，高い定着率を実現している（表３）。次に，農協別の農場リース事業利用戸数

を確認する（表４）。特に，中春別，別海，浜中町農協における実施件数が多く，

これら３農協だけで，事業利用の約 30％を占めている。	
 

表５に実際の農場リース事業の計画書から実施概要の一例を示した。事業総額

は 9,602 万円（うち補助金 3,343 万円），年間リース料は年間 597 万円となってい

る。この事例においては，離農する農場が確定した３月に事業申請が行われ，９

月に事業が採択されている。その後，一定の基準に沿って施設・農用地の整備が

実施され，翌年４月から新規参入者が農場に入ることになる。ただし，牛舎に牛
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が導入されるのは 11 月であり，新規参入者が実際に生乳を出荷するのは 12 月と

なっている。そのため，初年度は乳代がほとんど入らない。この事例では，離農

が発生し事業申請がなされてから搾乳が開始されるまで 20 ヶ月かかっている。	
 

	
 以上の点から，農場リース事業の課題として以下の３点が指摘できる。①事業

申請から採択までの期間に農地の荒廃と施設の老朽化が進んでしまう，②乳牛の

導入時期が遅く就農初年は収入がほとんど確保できないため，その分の運転資金

を用意する必要がある，③一律の基準で施設の整備・改修が行われるので事業総

額に差があるものの，リース期間は５年と定められているためリース料の負担が

大きすぎる場合がある。	
 

	
 これらの課題に対しては，①スムーズな事業の開始，②乳牛の導入時期の早期

化，③事業総額に応じて農場のリース期間を長くする，といった対応が望まれる。	
 

このような課題はあるものの，農場リース事業は，新規参入者が農場を取得し

営農を開始するまでの金銭的負担を軽減する上で，重要な役割を担っている。1982

年から現在までに 26 年間にわたり長期間継続的に利用されており，利用者の高い

定着率からも，新規就農支援対策の根幹をなす事業として非常に高く評価できる。	
 

	
 

	
 

３．浜中町における新規参入支援システムの特質とその限界	
 

	
 

１）浜中町の概要と酪農支援システム	
 

浜中町の農業概要を表６に示す。浜中町の乳用牛飼養農家戸数（２歳以上）は

205 戸であり，1970 年から農家戸数は減少を続けている。乳用牛飼養頭数（２歳

以上）は 13,785 頭で，2000 年をピークに若干減少しているものの，乳用牛１戸

当たり平均飼養頭数は 67.2 頭まで拡大している。飼料基盤の動向をみると，1969

年に国営総合農地開発事業が着工されており，1980 年代までに大幅な面積の拡張

が進められた。農家保有面積は 2005 年で約１万 4000ha となっており，１戸あた

り平均面積も 63.2ha に拡大している。	
 

このような飼養頭数・面積規模拡大の背景には，酪農支援システムの存在があ

る。図２は酪農支援システムの概要を示している。農協，町役場，農業改良普及

センター等がその中心を担っている。これらの関係機関は，浜中町農業技術員連

絡協議会によって統括され，ここでの話し合いにより意思統一が図られている。

加えて，技術指導を行う酪農技術センター，経営を補完する育成牧場，酪農ヘル

パー利用組合，コントラクターなどの支援組織が活動しており，酪農家が必要に

応じて利用することが出来る。このように，様々な機関が酪農経営を重層的に支

援している。	
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２）浜中町における新規参入支援システムと受入れ実態	
 

	
 

（１）新規参入者の受入体制	
 

浜中町における新規参入者の受入体制は，以下のようにまとめられる。	
 

第一に，研修牧場が新規参入希望者を受け入れている。研修牧場は，新規参入

者を育成するための専門機関として，全国に先駆けて 1991 年に設立されている。

設立当初は，農協の事業体として運営されていたが，現在は独立し，有限会社化

している。その概況を表７に示した。2007 年現在の経営規模は，耕地面積 236ha

で，経産牛 240 頭，年間出荷乳量 1,633t となっている。６組 12 名の研修生が従

業員として雇用されており，住宅も完備されている。ここでは，牧場作業実習と

理論研修が実施されており，全く農作業経験のない新規参入希望者でも，就農に

必要な技術と知識を身につけることが出来る（表８）。この研修牧場が，新規参入

者の確保に大きな役割を果たしている。	
 

第二に，新規参入促進事業推進協議会が組織されている。構成員は，農協，町

役場，農業改良普及センター，農業委員会，共済組合の５機関である。協議会に

おいては，農協が主導的な役割を担っている。農協が新規参入促進対策の骨子を

提案し，議論が重ねられた上で，地域全体の統一見解がまとめられている。	
 

第三に，町役場において新規参入者の支援に関わる予算措置がなされている（表

９）。①浜中町新規就農者誘致条例は，農協の働きかけにより 1991 年に制定され

ている。町が農場リース事業のリース料の一部を補填することで，より手厚い支

援水準を実現している。②浜中町新規参入促進事業は，実習受入農家に対しての

補助で，新規参入候補者１人あたり月額５万円が支払われている。③浜中町研修

牧場運営費補助は，研修牧場の経営安定化を図るための助成である。このような

助成によって，受入態勢を強化している。	
 

	
 

（２）新規参入の実績	
 

このような新規参入支援システムの下で，浜中町においては 1983 年から 2008

年までに 25 戸が新規参入している。その一覧を表 10 に示した。ここから新規参

入者の特徴をまとめると以下の３点となる。①入植地区が全地区わたっている，

②新規参入ルートは，研修牧場出身，農家実習出身，酪農ヘルパー従事者の３パ

ターンで，うち研修牧場出身者が 11 戸と最も多い，③全戸が農場リース事業を利

用しているため，事業予算枠に応じて毎年１～２組が継続的に入植している。	
 

	
 

（３）新規参入者の位置づけ	
 

新規参入者の農家戸数と保有面積から，その位置づけをみていく（表 11，表 12）。
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2007年現在，新規参入者は，農家戸数の12.1％（24戸），農地面積の10.3％（1,588ha）

を占めている。既に新規参入者が１割以上を占めており，地域農業の維持には欠

かせない存在となっている。一方で，今後の離農予測をみると，毎年４戸程度の

離農が予想されている。そのため，農場リース事業を前提とした新規参入者の受

入れだけでは，農家戸数が維持できない状況にある。	
 

	
 

（４）新規参入者の実態分析	
 

次に新規参入者の就農経過と営農実態を明らかにするため，新規参入ルートの

異なる６戸の農家を対象に，実態調査を実施している。実態調査は，経営概況（表

13，表 14），新規参入経過（表 15），研修概要と就農時の対応（表 16），研修の評

価と地域との関係（表 17）に分けて整理している。これらの結果から，新規参入

者の特徴を整理する。	
 

まず，浜中町を選んだ理由として，「新規参入者の受入体制が整っているため」

と回答した農家が６戸中４戸となっている。新規参入者は浜中町の受入体制を高

く評価していることが分かる。	
 

新規参入までの経過は，すべての調査農家が２年以上の農作業経験を経て就農

している（農場リース事業の利用に際して２年以上の農作業従事経験を有するこ

とが要件となっているため）。研修牧場出身者と農家実習出身者は，基本的に３年

以内に就農を果たしている。一方で，ヘルパー勤務を経て参入した農家は，比較

的長い期間働いた後に就農している。研修内容の評価は，研修牧場ではゼロから

技術を習得できることや給料が安定していること，農家実習では機械作業を含め

た全作業を体験できること，ヘルパーでは色々な経営をみることができること，

とそれぞれ異なる評価がなされている。	
 

地域との関係をみると，どの新規参入者も地区の作業や行事などには積極的に

参加している。農作業にあたっては，近隣農家が牧草収穫を手伝っているなど（E

経営），地域農家の積極的な関与もみられ，新規参入者が地域社会に溶け込んでい

ることが分かる。	
 

	
 

３）浜中町新規参入支援システムの特質	
 

以上のことから浜中町の新規参入支援システムの特質をまとめると以下の６点

となる。①研修牧場が新規参入ルート確保の中心的な役割を担っている，②農場

リース事業の利用が新規参入者の受入れの前提となっている，③新規参入促進事

業推進協議会が組織され関係機関の連携体制が整っている，④農協が主導的な役

割を果たしている，⑤町役場が新規参入支援システムを有効に機能させるために

金銭的な支援を行っている，⑥新規参入後は酪農支援システムが経営を支えてい
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る。	
 

	
 このような特質をもつ新規参入支援システムの存在により，浜中町では継続的

に新規参入者を受け入れることに成功している。このシステムは，新規参入者か

らも高く評価されており，新規参入ルートの確保と就農後の経営安定化に有効に

機能しているといえる。一方で，農場リース事業の利用を前提とする以上，多く

の離農が発生しても受入戸数を増やせないという限界がある。今後とも地域の農

業生産を維持する上では，農場リース事業の利用枠を超えて，さらに多くの新規

参入者を受け入れることが必要となっており，新規参入ルートの拡大が課題であ

るといえる。	
 

	
 

	
 

４．新規参入支援システムの新たな展開	
 

‐(有)浜中町研修牧場による「分場方式」‐	
 

	
 

１）法人化の経緯と新たな展開	
 

	
 

（１）研修牧場法人化の経緯と目的	
 

	
 研修牧場は，新規参入希望者の受入れを行う研修機関として，その機能が高く

評価されてきた。しかし，研修生が新規参入を実現する上では，農場リース事業

の利用が必須であったため，年１～２戸という事業枠の制約を受けてきた。	
 

そこで，農場リース事業の事業枠を超えて研修生の新規参入を進めることを目

的とし，機能の拡充が進められてきた。まず，2005 年に農協と町がそれぞれ 1,000

万円出資し，資本金 2,010 万円で（有）研修牧場を設立されている。農協から独

立し法人化したことで離農跡地の取得が可能となり，その年に姉別第一牧場，2007

年に東円分場と浜中第二牧場が分場化され，本場とあわせて経営されている。	
 

	
 

（２）「分場方式」の概要	
 

「分場方式」とは以下の通りである。	
 

まず，（有）研修牧場が離農農場を農地保有合理化事業によって取得する。次に，

（有）研修牧場が牛舎の改修工事を行い，それが完了したら分場として営農を開

始する。	
 

分場には，本場での基礎的な研修を修了した研修生や，既に一定の農業技術を

習得している新規参入希望を配置し，経営者能力を身に付けるための実践的な研

修を行う。分場ごとに経営収支を管理し，独立に足る経営成果をあげた研修生か

ら分場を切り離し，新規参入者として農場を取得させる。この「分場方式」が確
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立すれば，農場リース事業の事業枠にとらわれず，新規参入者の受入を行うこと

が可能となる。	
 

	
 

２）（有）研修牧場の実態と分場の運営	
 

分場の運営実態は，以下のようになっている。	
 

①姉別第一牧場	
 

姉別第一牧場は，2005 年に開設されている。この牧場は，将来的に研修生に取

得させることで，研修牧場から切り離す予定である。この牧場の前所有者は，2004

年から牛舎の一部を研修牧場に提供していた（本場の牛舎が雪で倒壊したため，

緊急避難的に牛舎を借りる必要に迫られたため）。2005 年には，この農家が離農

したため，（有）研修牧場が農地保有合理化事業を利用して施設・土地を取得し，

分場化している。	
 

諸事情により初年度に配置された 1人目の研修生がリタイアをしたため，2007

年に新たな研修生を受け入れている。2007 年現在は経営収支が赤字であるため，

分離独立という判断には至っていない。	
 

②浜中第二牧場	
 

浜中第二牧場は，2007 年に開設された。姉別第一と同様に，将来的に研修牧場

から切り離す計画である。この牧場は，離農発生時に比較的施設の老朽化が進ん

でいなかった。そのため，農協は農場リース事業の利用を控えるよう判断し（有）

研修牧場による分場化を進めた。土地・施設は農地保有合理化事業により取得し，

（有）研修牧場が多少の施設整備を行っている。	
 

研修生は，本場での１年半の研修を経て分場に入っている。2007 年の経営収支

が良好であるため，2009 年４月に独立させる予定である。現在は，分離独立に向

けて具体的な協議がなされている。	
 

③東円分場	
 

東円分場は，2007 年に開設された。この牧場は，本場のフリーストール牛舎以

外の飼養方式（スタンチョン）での研修を行うこと目的とし，分場化されていた。

分場化後２年間は，個別農家と直接賃貸契約を行っていた。しかし，この農家が

農場の処分を決定したため，2009 年に農場リース事業を利用して切り離されるこ

ととなった。その際には，現在配置されている研修生が，そのまま東円分場に就

農する予定である。東円分場は，①②とは異なり研修機能を補強することを目的

に取得されていたものの，貸付農家の離農により分離されることが決定している。	
 

	
 （有）研修牧場は，2008 年 12 月現在このような３つの分場を抱えている。「分

場方式」は，研修生が分離独立し，新規参入者として農場を取得することで確立

するが，現在はまだ切り離しが完了していない。ただし，浜中第二牧場は分離に
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関する協議の最終段階に達しており，その実現が間近に迫っている。	
 

	
 

３）（有）研修牧場の経営分析	
 

	
 

（１）（有）研修牧場における経営収支の推移	
 

	
 法人化以後，研修牧場は生産拡大を図っており，経営体としての側面も持ち併

せている。この経営体としての研修牧場の成果をみるために，表 19 には（有）研

修牧場の収支の推移を示した。売上高は，2004 年から 2007 年にかけて順に，2,956

万円，11,102 万円，13,404 万円，17,130 万円と純増しており，経産牛一頭当た

りでみても，順に 22 万円，73 万円，63 万円 71 万円と推移している。ただし，2004

年は法人化した最初の年であり，事業期間が短いため，その数値は割り引いて考

える必要がある。また，2006 年は事業の途中で分場設置が行われているため，経

産牛一頭当たりの数値が小さくなっている。売上原価を引いた売上総利益は順に，

1,572 万円，3,910 万円，4,474 万円，5,536 万円，販売費及び一般管理費（以下，

販管費）を引いた営業利益は，743 万円，710 万円，343 万円，882 万円，当期純

利益が 348 万円，517 万円，344 万円，623 万円と，すべての年度で黒字となって

いる。	
 

一方，売上高を 100 とした場合の構成比をみると，2005～2007 年度では，売上

原価が 65～68％，販管費が 27～30％を占めており，収支の構成は安定的であると

いえる。しかし，売上高のうち受入補助金は，年度順に 25.4％，18.1％，10.3％，

10.1％と高い割合を占めている。仮にこの補助金がなければ，営業利益を算出す

る際にはすでに赤字となり，当該年度には損失が発生することになるのである。	
 

	
 当期製造経費を 100 とした場合，経費の内訳では，地代・賃借料が高い割合を

示している。これは，地代が公社や借入農家に支払われ，一方，表 18 にあるよう

に，賃借料が多くの賃貸物件に対して支払われるためである。	
 

	
 

（２）分場ごとの経営収支	
 

	
 表 20 は，2007 年度の（有）研修牧場の収支を分場ごとに示したものである。

2007 年度は法人合計の決算では黒字であったが，内訳をみると，東円分場が 32

万円，姉別第二が 833 万円の赤字となっている。	
 

	
 経産牛一頭当たり指標で分場を比較してみると，東円分場は売上原価（当期製

品製造原価）が大きい一方で，姉別第一は売上高，特に生乳売上高が小さく，販

管費のうち減価償却費が大きくなっている。これらの点が赤字の要因といえる。

また，受入補助金の小ささも影響しているといえる。浜中第二は，製造経費が他

の分場よりかなり小さいため，その点が結果として利益を生み出しているといえ
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る。	
 

	
 

（３）（有）研修牧場における経営収支の特徴	
 

	
 分場ごとの経営収支に注目して（有）研修牧場の経営収支の特徴をまとめる。

分場においては，研修生は経営管理を含めた研修を行い分場単独の決算書を作成

している。これにより，研修生は自身の経営成果を把握することができ，それぞ

れが独立に足る経営者能力を身につけているのかを判断することが出来る。2007

年は，分場ごとに収支にばらつきがあるが，（有）研修牧場においては決算が黒字

となっている。また，法人化以後の収支の構成は安定的に推移している。ただし，

売上高のうち 10.1％（2007 年）を受入補助金が占めており，研修牧場の経営の継

続には行政による金銭的支援が不可欠であるといえる。	
 

	
 

４）「分場方式」と農場リース事業の比較	
 

以上の「分場方式」の整理を踏まえ，農場リース事業と「分場方式」の違いを

表 21 に示した。	
 

第一に，経営の安定化にかかわる問題がある。「分場方式」では，分場単独での

収支をみることで，経営成果の客観的な指標に基づく独立の判断が可能となる。

そのため経営が安定してから就農できると考えられる。仮に，研修生が分場で赤

字を計上したとしても，「分場方式」であれば連結決算により埋め合わせることが

可能となっている。一方，農場リース事業においては，就農後に初めて実際の農

場の経営管理が行われる。新規参入者が，それまで一定の農業従事経験を積み重

ねてきたとしても，新しい農場のさまざまな条件に適応するには時間を有する。

しかし，経営の安定化に時間がかかったとしても，その間の損失は自己責任とな

る。	
 

第二に，地域との関係がある。「分場方式」では，研修生として分場にいる段階

から，地域と密着した関係を築くことが出来る。しかし，農場リース事業では，

事業が採択され入居してからでなければ，地域の状況を十分に把握することが出

来ない。	
 

第三に，離農から生産回復までの期間に差がある。農場リース事業では，事業

申請から採択までの期間，施設の改修に着工できないという問題や，乳牛の導入

時期が遅く就農初年は収入がほとんど確保できないという問題がある。しかし，

「分場方式」では離農後すぐに生産を回復することができる。	
 

このように「分場方式」が確立されれば，農場リース事業における課題を克服

し，新規参入者のスムーズな営農開始を実現することができる。	
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５．総合的考察	
 

	
 

本論文の課題は，新規参入支援システムの新たな展開を示し，その意義と課題

を明らかにすることであった。	
 

北海道の草地型酪農地帯においては，従来の農場リース事業に準じた新規参入

支援システムの枠組みを超えた，画期的な取り組みが開始されている。新規参入

者の確保対策においては，地域独自の新規参入ルートの確保が必要な段階に達し

ており，地域農業の生産基盤を確保するための構造対策として新たな局面を迎え

ているといえる。	
 

事例とした浜中町では，農場リース事業の利用を前提とし町独自の新規参入支

援システムを整備することで，新規参入者を継続的に誘致してきた。しかし，浜

中町農協における農家戸数の将来予測によれば，新規参入者の受入れを上回る速

度で離農が発生することが示されている。そのため，量的制限のある現行の農場

リース事業だけでは，地域農業の維持が困難であるといえる。	
 

このような背景の下，浜中町では農場リース事業の事業枠にとらわれずに，よ

り多くの新規参入者の受入れを行うため，新たな新規参入ルートを確保しようと

している。それが（有）研修牧場の「分場方式」である。「分場方式」が確立すれ

ば，農場リース事業の年間約１戸という事業枠を超え，より多くの研修生の新規

参入を可能とするだけでなく，離農から生産回復までの期間の短縮などにより，

農場リース事業の質的限界も克服することが出来ると考えられる。	
 

ただ，この「分場方式」が意図して進められるかどうかには課題がある。研修

牧場は，分場取得の際，農地保有合理化事業を利用している。しかし，分場を切

り離せば（有）研修牧場自体の規模は縮小するため，経営基盤強化法に基づく拡

大型の経営改善計画に反すると判断されてしまう。しかし，この取組は本質的に

は農地の有効利用を実現するものであり，制度の柔軟な対応が望まれていると考

える。	
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